
佐世保市立小佐々中学校いじめ防止基本方針 

 

１ 目指す生徒像 

英 知：自ら進んで学ぶ小佐々中の生徒  

信 愛：心豊かな小佐々中の生徒  

活 力：健康でたくましい小佐々中の生徒 

 

２ 保護者との連携 

生徒のがんばりや長所、心配な事などをこまめに保護者に連絡して、信頼

関係を築く。 

 

３ 校内いじめ対策委員会（構成員） 

校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、担任、スクールカウンセラー 

 

４ 関係機関との連携 

○民生児童委員・主任児童委員、警察 

○市子ども子育て応援センター 

○市青少年教育センター 

○県子ども・女性・障害者支援センター  

 

５ いじめの基本認識、未然防止、早期発見、措置 

【いじめの基本認識】 

・いじめは人間として絶対に許されないという強い認識に立つ 

・いじめ問題に対しては被害者の立場に立った指導を行う 

・いじめ問題は学校の在り方が問われる問題である 

・関係者が一体となって取り組む 

・いじめ問題は家庭教育の在り方に大きくかかわる問題である 

【いじめの未然防止】 

（１）保護者や地域との連携  （２）道徳教育の充実  （３）生徒指導の充実 

（４）特別活動等の充実    （５）児童生徒理解など校内研修の充実 

いじめを生まない生き生きとした学校づくりに向け、校内の指導体制の確立、

家庭･地域との連携強化、いじめの問題を自分たちの問題と捉えられる子どもの

自己指導能力の育成を図る。 

【いじめの早期発見】 

日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信

号を見逃さないようアンテナを高く保つ。あわせて、児童生徒理解支援システム

の効果的な活用を図るとともに、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等

により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。 

 



ア．教職員による観察や情報交換 

イ．定期的なアンケート調査や個人面談等の実施 

ウ．教育相談体制の整備 

エ．相談機関等の周知 

【いじめに対する措置】 

（１） 的確な情報収集 （２） 基本的な緊急対応（３）調査による実態把握

（４） 解決に向けた指導・援助（５） 継続指導・経過観察（６） 再発防止 

ア． いかなる場合も真摯に受け止め、関係する友達や保護者からの情報収集

等を通じて、事実関係の把握を迅速かつ正確に行い、関係者全員でその解

決に取り組む。 

イ． いじめられている側の保護者の心情を、教職員は同じ立場に立って受け

止める。そして、いじめの問題を自らの課題として捉え、全教職員が緊密

な情報交換や共通理解を図り、一致協力して事象に対応していることを保

護者に伝え、信頼の回復に努める。 

ウ． 保護者には、随時入手した正確な情報や指導状況を伝え、学校の対応に

ついて理解してもらうとともに、学校に対しての安心感をもってもらうよ

う配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 年間計画 

月 月ごとの計画と実践 日常の取組 

４月 着任式、始業式 

学級開き、授業開き 

入学式 

授業参観 

PTA総会 

校内研修 

いじめ防止基本方針の確認 

教職員による「体罰０宣言、

いじめ０宣言」を行う。 

PTA 総会で方針を説明す

る。 

 

生活アンケートを実

施（毎月） 

 

学園連絡会（年４回

予定）での情報共有 

 

学園運営協議会（年

５回予定）での情報

共有 

 

分かる授業づくりの

ための授業改善 

 

体験活動の充実 

生徒会活動の充実 

 

人権学習の推進 

道徳教育の推進 

 

おさかなあいさつ運

動 

 

５月 校内いじめ対策委員会 

運動会 

教育相談 

教育相談（２者又は３者） 

市心の状況調査（i-check） 

６月 いのちを見つめる強調月間 

第１回テスト 

平和集会 

市中体 

 

７月 野外宿泊活動（１年） 

３年実力テスト 

１学期終業式 

教育相談 

教育相談（２者又は３者） 

 

８月 平和学習集会 

実力テスト 

校内研修会 

９月 ２学期始業式 

第２回テスト 

職場体験学習（２年） 

修学旅行（３年） 

 

10月 文化祭 

３年実力テスト 

 

11月 市中音会 

第３回テスト 

教育相談（２者又は３者） 

 

12月 人権集会 

２学期終業式 

i-check（２回め） 

１月 ３学期始業式 

生徒会引き継ぎ式 

実力テスト 

 

２月 公立前期入試 

第４回テスト 

 

３月 公立後期入試 

卒業式 

修了式、離任式 

 

 

 

 



７ 組織的な対応のイメージ 

（１）いじめの予防 

○校内体制の確立 

○「いじめ対策ハンドブック」、「いじめのない学校・学級づくり実践資料集」

等の活用による教職員の対応力の向上 

○人権意識と生命尊重の態度の育成 

○「いのちを見つめる強調月間」等による道徳教育の充実 

○生徒会活動を通した自己指導能力の育成 

○生徒の「規範意識」「思いやり」の育成 

○家庭・地域社会、関係機関との連携強化 

 

（２）いじめの情報をつかむ 

 

（３）情報を集約、整理する 

教職員、児童生徒、保護者、地域住民、その他から「いじめ対策委員会」

に情報を集める。 

 

（４）指導・支援体制を整える 

「いじめ対策委員会」で指導・支援を組む（学級担任、養護教諭、生徒指

導担当教員、管理職などで役割を分担） ⇔ 関係機関との連携 

 

（５）―１ 生徒への指導・支援 

○ いじめられた生徒にとって信頼できる人と連携し、寄り添い支える体制

を作る。 

○ いじめた生徒には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解さ

せ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあって

もいじめに向かわせない力を育む。 

○ いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるととも

に、いじめを止めることができなくても、誰かに知らせる勇気を持つよ

うに伝える。 

 

（５）－２ 保護者との連携 

つながりのある教職員を中心に、即日、関係生徒（加害、被害と

も）の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校と

の連携方法について話し合う。 

 

（５）－３ 指導・支援時の注意事項 

○ 随時、指導・支援体制に修正を加え、組織で、より適切に対応する。 

○ 常に状況把握に努める。 



８ いじめ防止のための校内体制と関係機関との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

家庭・地域 

 教育相談 

 地域行事への参加 

PTA 

 連携と啓発活動 

関係機関 

・市子ども子育て応援

センター 

・市青少年教育センタ

ー 

・県子供女性障害者支

援センター 

・警察 

協力・支援 

・主任児童委員 

・民生委員 

・SSW 

学校 

心の通じ合う教職員

集団 

 

・校内体制の整備 

・情報共有 

 理解支援システム

の活用 等 

・実践的な研修の実

施 

〇スクールカウンセ

ラー 

〇心の教室相談員 
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命と人権を大切にする集団づくり 


